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吐魯番出土文物研究会会報
89年 9月 15日

吐魯番出土文物研究会

第 21号
特集・税布墨書銘

トゥルファン出土唐代税布墨書銘集成(稿)
-附、西安出土唐代銀餅刻銘一

闘 尾 史 郎 編

【はじめに】

一九五九年以降の発掘調査によって吐魯番の阿斯塔那、恰投和卓両地区の古墳群から出土した各種

の文物のうち、一六00点に上る漢文文書は、現在刊行中の『吐魯番出土文書』に全て収録される予

定だが、出土文字資料という点からいえば、これはあくまでもその一部にすぎない。金石文としては

墓誌があり、また木簡も少数ながら出土したととが報告されているし、さらに各種の非漢文文書も若

干含まれている。主として庸や調として官府に納入された絹や麻布(以下、一括して税布とする)に

見える墨書銘も、総数こそ限られているものの、唐代の税制や、西州の地域社会の動向を考える上で

きわめて貴重な文字資料である。しかしながら、古墳群全体の発掘報告書が未刊ということもあり、

この税布の墨書銘を集成したものとしては、わずかに王煩華氏のお仕事があるにすぎない。しかも一

部公表されている写真と対照すると、王氏の釈読には従いがたいものも少なくない。そこであらため

て今世紀初頭にスタインによって将来されたものも含め、ここに一括して墨書銘の釈読を掲載するこ

とにした次第である。ただし半数以上は写真も公表されておらず、その意味では本稿における釈読も

暫定的なものであるごとをお断わりしておかなければならない。近い将来、完壁な釈読が実現するこ

とを切望するものである。

【 凡例】

1 .墨書銘の掲載順序は、王柄華氏の「吐魯番出土唐代庸調布研究J (唐史)に従い、次にスタイン

が将来したもの(二点)を掲載した。また最後に参考として、西安から出土した唐代の銀餅のう

ち、その刻銘の様式が税布の墨書銘に近いもの(三点)も掲載しておいた。

2.墨書銘のある文物(税布)の名称については、王柄華氏が付された文物としての名称、を廃して新

たに文字資料としての名称、を付し、旧名を括弧内に併記した。また年次未詳のものについては、可

能な範囲で、伴出した墓誌や文書などの紀年を参考にしながら、大まかな年代を括弧内に記してお

いた。

3.名称、のほかに、出土文物としての編号、大きさ(幅×長、銀餅については、径)、写真・拓本と

録文の出典(代表的なもの)、および捺印などを示した。なお写真と録文の出典の略称について

は、以下のとおりである。

締網之路:新彊維吾繭自治区博物館出土文物展覧工作組編『赫網之路一漢唐織物一』北京 文物

出版社一九七二年

革命文物:出土文物展覧工作組編『文化大革命期間出土文物』第一輯北京文物出版社一九

七三年

新彊文物:新彊維吾爾自治区博物館編『新彊出土文物』北京 文物出版社一九七五年

唐金銀器:鎮江市博物館・隈西省博物館編『唐代金銀器』北京 文物出版社一九八五年

文 物@:新彊維吾爾自治区博物館「吐魯番県阿斯塔那一階位和卓古墓群清理簡報J Ii'文物』



一九七二年第一期

文 物@:新彊維吾爾自治区博物館(李徴) i吐魯番県阿斯塔那一階桂和卓古墓群発掘簡報j

『文物』一九七三年第一O期

文 物@:王柄華「吐魯番出土唐代庸調布研究J Ii文物』一九八一年第一期

文 物@:隈西省博物館・文管会革委会写作小組「西安南郊何家村発現唐代害蔵文物J Ii文物』

一九七二年第一期

日 報:隈西省博物館・文管会革委会写作小組「西安何家村害蔵的唐代金銀器一無産階級文化

大革命中出土文物介紹一JIi光明日報』一九七二年一月七日

唐 史:王柄華「吐魯番出土唐代庸調布研究」中国唐史研究会編『唐史研究会論文集』西安

峡西人民出版社 一九八三年(文物@の補訂)

中国文物:朝日新聞社編『文化大革命中の中国出土文物』朝日新聞社 一九七三年

新 博:新彊ウイグlレ自治区博物館編『新彊ウイグル自治区博物館』講談社・中国の博物館第

二期 1 一九八七年

土地取引:仁井田陸『中国法制史研究』土地法・取引法東京大学出版会一九六O年(補訂版

一九八O年)

史 雑:池田温「西安南郊何家村発見の唐代埋蔵文化財J Ii史学雑誌』第八一編第九号一九

七二年(文物@の訳注)

I. A. : Stein. Aure1. Innermost Asia. 4vols. .Oxford. 1928. 

(このうち、文物@と@は、新彊社会科学院考古研究所編『新彊考古三十年』烏魯木斉 新彊人

民出版社、一九八三年に、また@は、新彊人民出版社編『新瞳歴史論文続集』新彊人民出版

社、一九八二年に再録されているが、ここでは原載によった)

4.釈読は、写真が公表されているものについては、これを参考にして王姻華氏のものを改めたが、

それ以外については、原則として王柄華氏のものに従った。また墨書銘本文と印文の釈読の異同な

どについては、最後に一括して註記した。

5.録文中、 rJ内は別筆を、口は欠損などの理由による判読不能をそれぞれ示し、確定できない文

字については、?を付した。

【唐代税布墨書銘集成】

A 年次未詳(八世紀前期)河南府劉元措麻布銘 1】((麻布被単)73TAM192:5. 59.5x73.0 ( 

写)新彊文物、一一五頁図一六二新博、図版六九 〈録〉唐史、八頁新博、一八七頁

(印) r長水牒之印」朱色筆文一方2)) 

担直直 是主懸 帰仁郷劉元措 「事召」

B 年次未詳(七世紀末期或八世紀初期)室姐麻布銘((麻布被単)72TAM225: 1. 52.5 x 115. 0 

〈写)文物@、五六頁図ー右 (録〉唐史、九頁 (印〉朱色筆文五方。 r宣州之印」陰文

筆書一方、 「漂陽牒之印」陰文一方、某印陰文一方、ほか両方)

「亙史」

豆士H
B (背面) : r室彊」

翠盟盤 「超j

C 盟孟九(七二一)年八月翠剖麻布銘((紫絹鐘辺麻布縛)72TAM218:17.55.5x96.0 (写)新

彊文物、一一五頁図一六二新博、図版六九 (録〉唐史、九頁新博、一八七頁 (印)

「口早都督府印j朱色筆文両方.)) 

n
ノ旬



「了).J 4)室組都督府 盟孟九年八月 日。

~、。
D 年次未詳(七世紀末期或八世紀初期)注剖庸調麻布銘((絹辺麻布祷)72TAMI57:4. 56.0X 

155.0 (録〉唐史、九頁 (印〉某印朱色筆文三方)

口州西郷牒雲口郷庸調布一端。

「庭」引

E 年次未詳(七世紀末期或八世紀初期)麻布銘((麻布残挟)72TAMI57:8. 33.0X27.0 (録)

唐史、 -0頁)

但鐘
E (背面) :歪蓋

F 年次未詳(七世紀末期或八世紀初期)庸麻布銘((麻布抹一双)72T釧 157:5.28.0X30.0 

(録〉唐史、ーO頁)

庸布一端。 i伯J6) 

G 週重二(六八0)年八月麻布銘((麻布残挟)73TAM232: 15. 52. 5 X 80. 0 (録〉唐史、 -0
頁)

週重二年八月

「違言」

「墓」円

H 年次未詳握塁塁麻布銘((印花紗辺麻布祷)72T馴 167:4. 56. Ox220. 0 (録)唐史、ー0頁)

握塁塁布盟主型

I 年次未詳(八世紀前期?)担姐並担国租麻布銘((麻布)72TAMI94:13.56.0XI56.0 (録)唐

史、ーO頁 (印〉某印朱色四方)

「註J8】

盟組旦盤口租丁註盟国布一端
i1liJ fflJ 9) 

J 年次未詳(八世紀前期?)整担麻布銘((麻布)72TAMI94:9. 56.0XI75.0 (録〉唐史、 -0
頁 〈印〉某印一方)

塁士H通10】

K 年次未詳(七世紀中期)弘盛麻布銘((絹面麻布祷)72TAM214:129. 50.5x95.0 (録〉唐

史、 -0頁 (印〉某印朱色両方)

口口癖新成郷祖花里戸主弘盈

L 年次未詳(七世紀後期?)遡剖盈塁量麻布銘((麻布残挟)72TAMI91:107. 55.0x31.0 ( 

写)新彊文物、一一五頁図一六二 (録)唐史、一一頁 〈印) i安吉牒印」朱色一方、某

印墨色両方)

「査」

のぺ
u



湖州 室主監 墨日盤 遺鐘呈 施恩景布

M 盟ヰ九(七二一)年八月盟盟萱昼輩庸調布銘((開元九年庸調布)68TAMI08:16 (写)締網之

路、図版六二〈部分〉 革命文物、 -0八頁 〈録)文物@、一五頁(部分) 唐史、一一

頁文博、五O頁 〈印) i鄭鯨之印J朱色筆文三方)

「直通皇室塁壁J11) 

奴?12) 

盟盛 13) 光同郷賀恩敬庸調布一端 14) 、園孟九年八月日。

専知官主簿盈15】

N 年次未詳霊剖呈箆・皇謹脚布銘((脚布一端)67T馴96:4.55.5X209.0 (写〉新彊文物、一一

五頁図一六二 新博、図版六九 (録)唐史、一一頁新博、一八七頁 (印〉某印墨色両

方)

重土日 蘭渓牒輯徳郷口招里呉徳・塁蓮雨人共一端、作脚布。 i堕皇i自?J 16】

「伯J17) 

0 年次未詳堕撞麻布銘((麻布)68T馴 106:5 (写〉文物@、一七頁図二三 (録〉唐史、一一

頁)

奉口郷申口里陳曜日ロ

「白J18) 

P 年次未詳墜姐麻布銘((麻布画)67T馴 76:11 (録)文物@、一五頁 唐史、一二頁)

墜剖(三か所にあり)

盟

Q 丞墜二(六八一)年八月準盟旦孟型調布銘 19) ((麻布)60TAM340出土. 53. 5X263. 0 (写〉

新彊文物、一一五頁図一六二新博、図版六九 (録〉唐史、一二頁新博、一八七頁)

「壁J r起J20) i旦i ー型」

温土H 慈利牒謹徳、郷永祭里戸主旦孟塑調布一端、主墜二年八月目。 i草J21) 

R 量霊元(七一0)年盛藍堕折調細綾銘((折調細綾)72TAM226:16.25.0X4.5 (録〉唐史、ー

二頁)

量霊元年折調細綾一匹

翠並盟主以同官主 火盤

S 年次未詳益出都督府絹((絹)72TAM227:4. 33.5x25.0 (録〉唐史、一二頁 〈印) i益州

都督府之印J一方)

T 皐:A二(七一四)年八月絹銘((白絹)64TAM36: 11 (写〉文物@、一七頁図一九 〈録)

問、一八頁 唐史、一二頁 〈印)某印朱色豪文一方)

先天二年八月日。
「口J22) 

-4-



U 担豊二(七O六)年八月霊姐盤室主庸調麻布銘 (Ast.ix. 2a. 07. (写)1. A. III. Pl. CXXVII 

(録) ibid. II . p. 1044 土地取引、二五一頁 (印〉朱印四方。 i整州之印」、 「蘭渓牒

之印J各一方、ほか二方23) ) 

霊士H 薗丞監

I口J i口」
草山盤従善里跳君才庸調布一端、型車二年八月 目。 i口J24】

V 主主元(六八四)年十一月室組亙i皇室租麻布銘 (Ast.ix.2b.Ol1. (写)I. A.田.Pl. CXXVII 

(録) ibid. II. p. 1044 土地取引、二五二頁 (印〉朱印三方。 i信安牒之印」一方、ほ

ほか二方 25) ) 

室組 皇室盤 顕徳郷梅山里祝伯亮租布一端、主主元年十一月 日。

「口J i日」

「口J
「白墨J26) 

【参考:西安出土唐代銀餅刻銘】

A 盟孟十(七二二)年童茎盤庸調銀餅銘(一九七O年西安市南郊何家村唐代害蔵出土 1 O. 9~ 

9. 9 (写)革命文物、六七頁 中国文物、一四四頁図版一七七唐金銀器、附録二 (録〉

史雑、七六頁 中国文物、二二六頁唐金銀器、一九O頁)

霊室盤盟十
庸調銀拾雨、専

嘗宮令王茎塗・

典塵亙・匠亘

童。

B 盟孟十九(七三一)年宣室盤庸調銀餅銘←九七O年西安市南郊何家村唐代害蔵出土 〈拓〉

文物@、三五頁図七 (録)史雑、七六頁)

宣室監園孟

十九年庸調銀

拾雨、専知官令

皇室園・典塁

盗・匠王塁。

C 盟孟十九(七三一)年宣室盤庸調銀餅銘(一九七O年西安市南郊何家村唐代害蔵出土 〈拓)

日報、三頁 (録〉史雑、七六頁)

註室監盟孟
十九年庸調

銀拾雨、専知官

令童墨画・典室

温・匠堕室。

【註】

1 )新博はこれを絹としているが、とりあえず唐史に従っておく。

2 )唐史は印文を「長水県(牒)印」としている。

3)新博は印文を「梁?州?都督府之印Jとしており、銘文からしてその可能性がきわめて高い。

F
h
u
 



4)唐史と新博は釈読していないが、写真から判断する限り、二字の存在は明らかである(文物

@、五七頁、参照)。ただこれを別筆としたのは編者の判断による。

5) r庭Jを別行・別筆としたのは編者の判断であり、ほかの可能性、とくに同一行の可能性を否

定するものではない。

6) r伯」を別筆としたのは編者の判断である。さらに別行の可能性もある。

7)唐史の説明からは、墨書銘の行数は明らかではない。三行としたのは、それぞれが独立した文

言とも解釈できるからにすぎず、一行の可能性も十分にある。

8) r杜」を別筆としたのは編者の判断である。また唐史は全てを同一行としているが、ここで

は、文物@、五七頁の録文に従った。

9) r何期Jを別筆としたのは編者の判断である。

10) r通」は州名の直後に記載されているが、県名には該当するものがない。

11 )唐史は同筆としているが、写真から判断する限り、明らかに別筆である。

12) 文物@や唐史ではいずれも言及されていないが、この箇所に文字があることは、革命文物の写

真から明らかである。

13)文物@と文博は、県名を「郎県」とするが、正しくは「鄭県jであるととは、唐史、一七頁、

参照。

14) 文博は「一端」を「宣端」と釈読しているが、これは明らかに誤りである。

15) 文博は「苑」を「花」と釈読しているが、写真からは判定できない。ただこれが姓であるとす

れば、 「花Jと釈読することにはためらわれる。

16) r伯」字について、唐史は「惰」とし、新博は「備Jとする。しかし写真からいずれかを判定

することは不可能である。あえて「伯」としたのは、次行の大字を「伯」と判読したためであ

る。

17)唐史は「詞」とし、新博は r..・eJJとしている。写真から判断する限り、新博の釈読に従うべき

であろう。編者はこれを「伯」字の草書体と考えた。

18) Nと全く同じ書体であり、唐史はやはり「詞」としているが、 Nを「伯」とした以上、これも

同様に考える。

19) 新博は「田元卿jを「田元郷」と釈読しているが、少なくとも郷名でないことは確実なので、

とりあえず唐史に従っておく。

20) 唐史は、この箇所に文字の存在を認めていないが、写真から判断する限り、一字あることは疑

いなく、新博の釈読に従った。

21) r覧」を別筆としたのは編者の判断である。

22) 文物@も唐史も言及していないが、後方に押署があることは写真から明らかである。ただし写

真が不鮮明なため、釈読ばかりか、押署の件数の判定も困難である。

23) 印文については、土地取引、二五三頁、参照。

24) 判読不能文字とその記載位置については、土地取引、註(5 )、参照。

25)註23)、参照。

26)写真からは判読できない。ここでは土地取引、註(5 )に従ったが、別筆としたのは編者の判

断である。

(以上)

事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町5-19-14

荒川正 晴 方 TEL 0424(81)4633 
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